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１【提出理由】

　2026年６月26日開催の当社第124期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年６月26日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

         　期末配当に関する事項

           当社普通株式１株につき金50円

 

第２号議案　取締役11名選任の件

取締役として、井上　和幸 氏、新村　達也 氏、堤　義人 氏、齊藤　武文 氏、

森井　満男 氏、山口　充穂 氏、清水　規昭 氏、川田　順一 氏、田村　真由美 氏、

定塚　由美子 氏及び米谷　佳夫 氏の11名を選任するものであります。

 

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、四方　光 氏の１名を選任するものであります。

 

第４号議案　取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役（非業務執行取締役及び非居住者を除く。）を対象として、従来支給していた賞与に含まれる

自社株式取得目的報酬を廃止し、新たに当社株式を報酬として交付する業績連動型株式報酬制度を導

入するものであります。

 

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議の結果

賛成比率（％）
（注）１

可否

第１号議案 5,756,946 3,487 1,321 99.81 可決

第２号議案      

井 上　和 幸 4,699,097 1,061,305 1,321 81.47 可決

新 村　達 也 4,818,259 942,142 1,321 83.54 可決

堤 　　義 人 5,480,750 279,651 1,321 95.02 可決

齊 藤　武 文 5,694,024 66,386 1,321 98.72 可決

森 井　満 男 5,694,322 66,570 839 98.72 可決

山 口　充 穂 5,693,639 66,771 1,321 98.71 可決

清 水　規 昭 5,695,444 64,967 1,321 98.74 可決

川 田　順 一 5,744,781 15,633 1,321 99.60 可決

田村　真由美 5,749,314 11,101 1,321 99.68 可決

定塚　由美子 5,748,756 11,659 1,321 99.67 可決

米 谷　佳 夫 5,748,748 11,668 1,321 99.67 可決

第３号議案      

四 方　　 光 5,750,141 10,295 1,321 99.69 可決

第４号議案 5,735,867 17,843 8,060 99.44 可決
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（注）１．賛成比率の計算方法は、次のとおりであります。

　　　　　本総会に出席した株主の議決権数（本総会前日までのインターネット及び書面による事前行使分並びに当日

出席のすべての株主分）に対する、インターネット及び書面による事前行使分並びに当日出席の株主のう

ち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権数の比率

 

２．各議案が可決されるための要件は、次のとおりであります。なお、「出席」には、インターネット及び書面

による事前行使を含みます。

　　第１号議案及び第４号議案

　　　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成

 

　　第２号議案及び第３号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ

とにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及

び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以　上
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